
見附市告示第３０号 

見附市結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

令和６年３月２５日 

見附市長  稲 田  亮 

   見附市結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 見附市結婚新生活支援補助金交付要綱（令和５年見附市告示第１４２号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第１号中「令和５年３月１日から令和６年３月３１日まで」を「令和６年

１月１日から令和７年３月３１日まで」に改める。 

第３条中「対象となる者」の次に「（以下「補助対象者」という。）」を加え、

同条第２号中「令和４年分」を「令和５年分」に改め、同号ただし書中「令和４年」

を「令和５年」に改める。 

第４条第１項中「令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで」を「令和６年

４月１日から令和７年３月３１日まで」に改める。 

第６条第３号中「令和４年分」を「令和５年分」に改め、同条第４号中「納税証

明書」を「市税を完納していることを証する書類」に改め、同条第１０号中「第２

号）」の次に「又は給与明細書」を加える。 

第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とし、第９条を第１０条とし、第

８条の次に次の１条を加える。 

（補助対象者の認定等） 

第９条 補助対象経費が生じていない等の理由により第６条の規定による申請を

行うことが困難である新婚世帯は、見附市結婚新生活支援補助金補助対象者認定

申請書（様式第５号）により、市長に補助対象者であることの認定を申請するこ

とができる。この場合において、当該申請を行う新婚世帯は、市長が必要と認め

る書類を添付しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象

者として認定することが適当であると認めるときは、見附市結婚新生活支援補助

金補助対象者認定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 



３ 前項の規定による認定を受けた新婚世帯は、当該認定を受けた年度の翌年度に

限り、第６条の規定による申請を行うことができる。 

 様式第１号を次のように改める。 

様式第１号（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号の次に次の２様式を加える。 



様式第５号（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１１条を第１２条と 

し、第１０条を第１１条とし、第９条を第１０条とし、第８条の次に１条を加え 

る改正規定及び様式第４号の次に２様式を加える改正規定は、公布の日から施行 

する。 

 


